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福
　
祉

w
e
lfa

re

「
障
害
者
控
除
対
象
者
認
定

書
」を
交
付
し
ま
す

　
所
得
申
告
の
際
に
障
害
者
控
除

が
受
け
ら
れ
る
よ
う
、
介
護
保
険

の
要
介
護
認
定
者
で
、
障
が
い
者

に
準
ず
る
と
認
め
ら
れ
る
方
に
認

定
書
を
交
付
し
ま
す
。

申
請
で
き
る
方

　
65
歳
以
上
の
方
で
要
介
護
１
以

上
の
方（
要
介
護
認
定
申
請
中
の

方
も
申
請
で
き
ま
す
。）

申
請
の
必
要
が
な
い
方

・�

身
体
障
害
者
手
帳
１
級
お
よ
び

２
級
の
方
、
療
育
手
帳
Ａ
を
お

持
ち
の
方

・�

本
人
お
よ
び
扶
養
者
が
、
非
課

税
等
で
確
定
申
告
等
を
す
る
必

要
が
な
い
方

・�

既
に
認
定
書
を
お
持
ち
の
方
で

認
定
区
分
等
に
変
更
が
な
い
方

申
請
方
法

　
申
請
は
随
時
受
け
付
け
ま
す
。

高
齢
福
祉
課（
市
役
所
１
階
）ま
た

は
各
支
所
地
域
振
興
課
市
民
福
祉

係
に
備
え
付
け
の
申
請
用
紙
に
必

要
事
項
を
記
入
の
上
、
提
出（
郵

送
で
も
可
能
）し
て
く
だ
さ
い
。

調
査
を
行
い
、
認
定
書
を
交
付
し

ま
す
。

※�

令
和
２
年
分
の
申
告
に
使
用
す

る
場
合
は
、
12
月
ま
で
に
認
定

申
請
を
済
ま
せ
て
く
だ
さ
い
。

※�

既
に
認
定
書
を
お
持
ち
の
方
は
、

内
容
に
変
更
が
な
い
場
合
、
毎

年
の
所
得
の
申
告
に
使
用
出
来

ま
す
。
た
だ
し
、
障
が
い
が
軽

減
さ
れ
た
方
は
、
内
容
を
審
査

し
、
認
定
書
を
返
還
し
て
い
た

だ
く
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

◎ 
問
い
合
わ
せ
…

　
高
齢
福
祉
課
長
寿
福
祉
係

　
☎（
55
）５
１
１
４

　
Fax（
22
）１
５
４
７

肢
体
不
自
由
者
来
所
相
談
会

日　
時　
11
月
27
日（
金
）

受
付
時
間

　
午
後
１
時
～
２
時
30
分

場　
所　
県
庁
北
庁
舎
１
階

　
福
島
県
身
体
障
が
い
者
総
合
福

祉
セ
ン
タ
ー

　
（
福
島
市
杉
妻
町
２
番
16
号
）

相
談
内
容

　

補
装
具（
義
肢
、
装
具
、
車
い

す
等
）の
購
入
・
修
理
、
医
療
、

そ
の
他
更
生
に
関
す
る
相
談
。

※�

身
体
障
害
者
手
帳
を
お
持
ち
の

方
は
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

相
談
料　
無
料

申
込
期
限　
11
月
20
日（
金
）

申
込
方
法

　
事
前
に
左
記
ま
で
電
話
等
で
お

申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

◎ 

問
い
合
わ
せ
・
申
し
込
み
…

　
福
祉
課
障
が
い
福
祉
係

　
☎（
55
）５
１
１
３

　
Fax（
22
）１
５
４
７

　
ま
た
は
各
支
所
地
域
振
興
課

　
市
民
福
祉
係

令
和
元
年
東
日
本
台
風

被
災
者
生
活
再
建
支
援
金
の

申
請
期
間
が
延
長

　
令
和
元
年
東
日
本
台
風
に
よ
り

住
宅
に
被
害（
全
壊
・
大
規
模
半

壊
・
半
壊
）を
受
け
た
世
帯
に
、

住
宅
の
被
害
程
度
お
よ
び
再
建
方

法
に
よ
り
、
基
礎
支
援
金
と
加
算

支
援
金
を
支
給
し
て
い
ま
す
が
、

基
礎
支
援
金
の
申
請
期
限
が
１
年

延
長
に
な
り
ま
し
た
。

申
請
期
限

・
基
礎
支
援
金

　
　
　
令
和
３
年
11
月
11
日（
木
）

・
加
算
支
援
金

　
　
　
令
和
４
年
11
月
11
日（
金
）

対
象
と
な
る
世
帯

①
住
宅
が「
全
壊
」し
た
世
帯

②
住
宅
が「
大
規
模
半
壊
」し
た

　
世
帯

③�

住
宅
が「
半
壊
」し
、
ま
た
は
住

宅
の
敷
地
に
被
害
が
生
じ
、
そ

の
住
宅
を
や
む
を
得
ず
解
体
し

た
世
帯

申
請
に
必
要
な
書
類
等

①
罹
災
証
明
書

②
預
金
通
帳
の
写
し

③
住
民
票

④
そ
の
他
添
付
書
類
等

◎ 

問
い
合
わ
せ
…

　
福
祉
課
地
域
福
祉
係

　
☎（
24
）５
０
６
３

　
Fax（
22
）１
５
４
７

中
小
事
業
者
に
対
す
る
固
定

資
産
税
の
減
免
に
つ
い
て

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

の
影
響
で
事
業
収
入
が
減
少
し
て

い
る
中
小
事
業
者
に
対
し
て
、
令

和
３
年
度
の
固
定
資
産
税
を
減
免

し
ま
す
。

対
象
者

　
令
和
２
年
２
月
か
ら
10
月
ま
で

の
任
意
の
連
続
す
る
３
カ
月
間
の

売
上
高
が
、
前
年
同
期
間
と
比
べ

て
30
％
以
上
減
少
し
て
い
る
中
小

事
業
者

減
免
の
対
象
と
な
る
固
定
資
産
税

　
事
業
用
家
屋
と
設
備
等
の
償
却

資
産
に
対
す
る
令
和
３
年
度
の
固

定
資
産
税

減
免
率

・�

売
上
高
の
減
少
率
が
30
％
以
上

50
％
未
満
の
場
合
、
２
分
の
１

・�

売
上
高
の
減
少
率
が
50
％
以
上

の
場
合
、
全
額

申
請
方
法

　
認
定
経
営
革
新
等
支
援
機
関
等

の
確
認
を
受
け
た
申
告
書
を
、
提

出
し
た
書
類
一
式
と
と
も
に
税
務

課（
市
役
所
１
階
）ま
た
は
各
支
所

地
域
振
興
課
に
提
出
し
て
く
だ
さ

い
。

※�

申
告
書
様
式
は
、
税
務
課
お
よ

び
各
支
所
地
域
振
興
課
窓
口
で

配
布
し
ま
す
。
市
ウ
ェ
ブ
サ
イ

ト
か
ら
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
出
来

ま
す
。

※�

償
却
資
産
に
対
す
る
減
免
を
受

け
る
場
合
に
は
、
別
途
令
和
３

年
度
の
償
却
資
産
申
告
書
の
提

出
が
必
要
で
す
。

申
請
期
限

　
令
和
３
年
２
月
１
日（
月
）

◎
問
い
合
わ
せ
…

　
税
務
課
資
産
税
係

　
☎（
55
）５
０
８
６

　
Fax（
22
）０
７
９
０

 

税
　
金

t a x 
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家
庭
で
出
た
ご
み
、
燃
や
し
て

い
ま
せ
ん
か
？

　
市
内
各
地
か
ら
、
野
焼
き
に
関

す
る
苦
情
が
寄
せ
ら
れ
て
い
ま
す
。

「
家
庭
の
ご
み
な
ど
を
庭
先
で
燃

や
し
て
い
る
」と
い
っ
た
内
容
の

ほ
か
、
稲
刈
り
後
の
稲
わ
ら
や
も

み
殻
、
枝
葉
を
田
畑
で
燃
や
し
て

い
る
ケ
ー
ス
も
あ
り
ま
す
。
こ
れ

ら
の
廃
棄
物
全
般
に
お
い
て
、
野

焼
き
は
法
律
で
禁
止
さ
れ
て
お
り
、

罰
則
規
定
も
あ
り
ま
す
。

　
社
会
慣
習
上
の
行
事（
ど
ん
ど

焼
き
等
）な
ど
に
よ
る
焼
却
が
例

外
的
に
認
め
ら
れ
て
い
ま
す
が
、

こ
れ
ら
の
場
合
も
周
辺
に
影
響
の

出
な
い
よ
う
に
行
う
必
要
が
あ
り

ま
す
。
ご
み
は
指
定
の
ご
み
袋
に

入
れ
て
処
分
し
て
く
だ
さ
い
。

　
警
察
に
よ
る
野
焼
き
の
検
挙
事

例①�

木
く
ず
約
32
㎏
を
空
き
地
で
野

焼
き　
　
　
…　
罰
金
20
万
円

②�

竹
な
ど
約
16
㎏
を
畑
で
野
焼
き

　
　
　
　
　
…　
罰
金
20
万
円

違
法
な
不
用
品
回
収
業
者
で
処

分
し
て
い
ま
せ
ん
か
？

　
「
テ
レ
ビ
な
ど
の
家
電
や
家
庭

の
不
用
品
を
無
料
で
回
収
し
ま

す
」な
ど
と
い
っ
た
チ
ラ
シ
を
配

布
し
て
軽
ト
ラ
ッ
ク
等
で
巡
回
す

る
業
者
が
見
受
け
ら
れ
ま
す
。

　
家
庭
か
ら
の
廃
棄
物
を
回
収
す

る
正
規
の
業
者
は
、「
一
般
廃
棄

物
収
集
運
搬
業
許
可
」を
持
っ
て

い
ま
す
が
、「
無
料
回
収
」を
う
た

う
業
者
の
ほ
と
ん
ど
は
無
許
可
業

者
で
す
。「
無
料
と
思
っ
て
頼
ん

だ
ら
、
高
額
な
料
金
を
請
求
さ
れ

た
」と
い
っ
た
ト
ラ
ブ
ル
が
全
国

的
に
発
生
し
て
い
ま
す
。

　
こ
う
し
た
業
者
が
回
収
し
た
家

電
製
品
が
、
適
正
に
処
分
さ
れ
な

い
ま
ま
野
積
み
に
さ
れ
火
災
が
発

生
し
た
り
、
外
国
に
輸
出
さ
れ
て

環
境
汚
染
の
原
因
に
な
っ
て
い
る

例
が
あ
り
ま
す
。

　
違
法
な
不
用
品
回
収
業
者
を
利

用
せ
ず
、
適
正
な
処
分
を
し
ま

し
ょ
う
。

粗
大
ご
み
の
処
分
方
法

　
指
定
の
ご
み
袋
に
入
ら
な
い
ご

み
は
粗
大
ご
み
と
な
り
、
ご
み
ス

テ
ー
シ
ョ
ン
に
は
出
せ
ま
せ
ん
。

　
処
分
に
当
た
っ
て
は
次
の
２
通

り
の
方
法
に
よ
り
処
分
し
て
く
だ

さ
い
。

①�

も
と
み
や
ク
リ
ー
ン
セ
ン
タ
ー

へ
の
直
接
持
ち
込
み

②
自
宅
へ
の
訪
問
引
き
取
り

処
理
手
数
料

①
直
接
持
ち
込
み
…
無
料

※�

た
だ
し
、
畳
・
ふ
と
ん
・
マ
ッ

ト
レ
ス
は
有
料
で
、
10
㎏
当
た

り
１
３
０
円

②
訪
問
引
き
取
り
…
有
料

　
1
点
当
た
り
１
３
５
０
円

※
4
点
以
上
は
割
り
引
き
あ
り

収
集
日　
毎
月
10
日
、
25
日

申
込
方
法

　
訪
問
引
き
取
り
に
つ
い
て
は
、

収
集
日
の
10
日
前
ま
で
に
、
左
記

へ
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

※�

テ
レ
ビ
、
エ
ア
コ
ン
、
冷
蔵
庫
、

洗
濯
機
と
い
っ
た
家
電
リ
サ
イ

ク
ル
法
対
象
家
電
品
は
、
粗
大

ゴ
ミ
と
し
て
処
分
で
き
ま
せ
ん
。

そ
の
ほ
か
受
け
入
れ
で
き
な
い

品
目
や
処
分
方
法
に
つ
い
て
は
、

左
記
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

◎
問
い
合
わ
せ
…

　
生
活
環
境
課
環
境
衛
生
係

　
☎（
55
）５
１
０
３

　
Fax（
22
）４
４
７
９

　
ま
た
は
各
支
所
地
域
振
興
課

お
宅
の
生
活
排
水
は
、
大
丈

夫
で
す
か
？

　
単
独
浄
化
槽
や
汲く

み
取
り
便
槽

の
場
合
、
お
風
呂
、
流
し
台
、
洗

面
所
の
水
は
そ
の
ま
ま
側
溝
へ
流

れ
、
に
お
い
の
原
因
に
な
り
ま
す
。

下
水
道
が
整
備
さ
れ
て
い
る
区
域

で
は
下
水
道
に
、
整
備
さ
れ
て
い

な
い
と
こ
ろ
で
は
合
併
浄
化
槽
に

し
て
、
水
環
境
を
守
り
ま
し
ょ
う
。

◎
問
い
合
わ
せ
…

　
上
下
水
道
課
下
水
道
管
理
係

　
☎（
55
）５
１
３
８

　
Fax（
62
）１
０
３
３

し
尿
処
理
施
設
か
ら
の
お
願
い

　

汲
み
取
り
ト
イ
レ
に
、
ト
イ

レ
ッ
ト
ペ
ー
パ
ー
以
外
の
物（
タ

オ
ル
、
マ
ス
ク
、
紙
お
む
つ
、
ビ

ニ
ー
ル
等
）が
入
っ
て
し
ま
う
と
、

処
理
施
設
の
配
管
詰
ま
り
や
機
械

の
故
障
が
発
生
し
、
し
尿
の
受
け

入
れ
が
出
来
な
く
な
り
ま
す
の
で
、

皆
さ
ま
の
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お

願
い
し
ま
す
。

◎
問
い
合
わ
せ
…

　
安
達
地
方
広
域
行
政
組
合

　
あ
だ
た
ら
環
境
共
生
セ
ン
タ
ー

　
☎（
22
）０
９
５
８

　
Fax（
22
）２
１
２
３

 
環
境
衛
生

environm
ent hygiene
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